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第１部  出願意匠の表し方の基本 

意匠法で保護する意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合（本資料にお

いて、以下「形状等」という。）、建築物の形状等又は画像であって、視覚を通じて美感を生じさ

せるものです。意匠登録出願を行うにあたっては、こうした意匠登録を受けようとする意匠を、願書

と願書に添付する図面等によって表します。 

どのような意匠について保護を受けようとするのかは、願書の【意匠に係る物品】の欄に記載し、

その記載だけでは保護を受けようとする意匠が何であるかを認識できない場合は、【意匠に係る物

品の説明】の欄に使用目的、使用方法等を記載します。また、必要に応じ添付図面等に使用

状態参考図等を記載します。これは、意匠登録を受けようとする意匠が物品、建築物又は画像

のいずれである場合にも共通しており、また、組物の意匠や内装の意匠についても同様です。 

意匠登録を受けようとする意匠の形状等については、願書に添付する図面によって表します。

また、図面に代えて写真または見本、ひな形によって表すこともできます。なお、形状等について説

明を必要とする場合（形状等の一部又は全部が透明である場合、形状等が変化する場合、大

きさの記載を必要とする場合等）は、【意匠の説明】の欄に必要な説明を記載します。他の図と

同一又は対称である場合のように、図の記載を一部省略する場合も、【意匠の説明】の欄にその

旨を記載します。 

以下、それらの記載方法についての基本的な点及び留意点について説明します。 

【書類名】 意匠登録願 

【整理番号】 １９－Ａ－３－ＡＮ 

【提出日】 令和○○年○○月○○日 

【あて先】 特許庁長官 殿 

【意匠に係る物品】  携帯電話機 

【意匠の創作をした者】 

  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－２ 

  【氏名】     意匠 一郎 

【意匠登録出願人】 

  【識別番号】   ００００００００３ 

  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－３ 

  【氏名又は名称】 意匠株式会社 

【代理人】 

  【識別番号】   １００００００２３ 

  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－３－４ 

  【弁理士】 

  【氏名又は名称】 代理 一郎 

  【電話番号】   ０３－３１２３－４５６７ 

【手数料の表示】 

  【予納台帳番号】 ０１２３４５ 

  【納付金額】   １６０００ 

【提出物件の目録】 

 【物件名】     図面１ 

【意匠に係る物品の説明】 正面図の表示部に表された画像は、通話機能を発揮できる状態にす

るための画像であって、下部の横長長方形部分を操作して音量の調整

を行うものである。 

【意匠の説明】    操作部等を説明する参考図は、画像の各部の用途及び機能を説明するため

の図である。 

【書類名】 図面 

【正面図】 

【平面図】 

【右側面図】 

【底面図】 

【操作部等を説明する参考図】 




